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令和２年度 第５回赤磐市教育委員会定例会議事録 

 

 

 

  

１ 開会日時 令和２年 ８ 月２１日（金） 午後３時００分 

２ 閉会時間 午後３時５７分 

３ 会議場所 赤磐市立中央公民館 ３階 講座室 

４ 出席委員 教   育   長 土井原 康 文 

 
教育長職務代理者 大 﨑 陽 二 

 
委  員 山 本 賢 昌 

 
委  員 平 松 由 香 

 
委  員 遠 藤 益 恵 

５ 説 明 者 教 育 次 長 有 馬 唯 常 

 教 育 総 務 課 長 金 島 正 樹 

 学 校 教 育 課 長 家 森 康 彰 

 
社 会 教 育 課 兼 

スポーツ振興課長 
西 﨑 雅 彦 

 中 央 公 民 館 長 杉 原  泉 

 中 央 図 書 館 長 森 本 一 也 

 
中 央 学 校 給 食 

セ ン タ ー 所 長 
矢 部  寿 

６ 書  記 
教 育 総 務 課 

主      幹 
金 谷 紀 子 
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議  事  

 １ 教育長等の報告 

  公 開  教育長の報告について  

  公 開  ９月の教育委員会行事予定について 

  公 開  市立中学校における新型コロナウイルスの感染について 

  公 開  学校給食への異物混入について 

  公 開  令和２年度赤磐市一般会計補正予算（第４号）について 

   

 ２ 議案の審議 

  公 開  専決処分の承認を求めることについて 

（赤磐市学校給食費支援負担金交付要綱） 

  公 開  令和元年度実施事業赤磐市教育委員会事務点検・評価書について 

  公 開  令和元年度赤磐市一般会計歳入歳出決算について 

  公 開  財産の取得について 

  公 開  書面審議の制度化に伴う関係教育委員会規則の整備に関する 

規則について 

  公 開  書面審議の制度化に伴う関係教育委員会告示の整備に関する 

                               告示について 

  公 開  令和２年度一般会計補正予算（第５号）について 

  

 ３ その他 

  公 開  永瀬清子展示室企画展「詩人・永瀬清子誕生－愛知県第一高等女学校 

高等科のころ」の開催について 

  公 開  現代詩講座「詩のピクニック」公開講座「有本芳水－郷愁にみちた 

少年のまなざし」について 

  公 開  教育委員会における臨時職員の任用等に関することについて 

  公 開  次回定例会開催日について 

 

 ※非公開の議事については、議事録は公開されません。 
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○土井原教育長 定刻が参りました、出席委員が定足数に達しておりますので、会議は

成立しております。午後も意見のほうをつつがなくお願いします。 

 委員の皆様には、午前中の総合教育会議に引き続きの、お昼を挟んでの協議会、そして

定例会となっております。長時間にわたり、まことに恐縮しております。 

 これより令和２年度第５回の赤磐市教育委員会定例会を開会いたします。 

 本回の議事録に署名する委員として、平松委員を指名させていただきます。 

 議事録作成の職員として、教育総務課の金谷主幹を指名いたしますので、それぞれよろ

しくお願いいたします。 

 前々回、令和２年６月１８日開催の第３回定例会の議事録につきましてお目通しをいた

だき、ご異議等がなければご承認をいただきたいというふうに思っております。お手元に

議事録はありますでしょうか。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 ありがとうございます。 

 それでは、第３回教育委員会定例会の議事録につきましては、ご承認をいただいたとい

うことで取り扱いをさせていただきます。 

 続きまして、議事に移ります。 

 本日の会議に付議されました案件は、（１）教育長等の報告、（２）議案の審議、

（３）その他についてでございます。 

 早速ですが、まず（１）教育長等の報告に移りたいと思います。 

 １枚めくっていただきまして、１ページ、私の行事報告でございます。 

 例年よりもコロナの関係でいろいろな会議等が縮小された中で、ここに示させていただ

いているとおり、必要最小限の赤磐市内の関係、対外的には出ておりません。その中で、

８月１８日、一昨日になりますが、新採用の研修を、教育委員会採用で８名なんですが、

事務局が４名と幼稚園教諭が４名、させてもらいました。これは、私からのお願いで、コ

ロナの関係で、本庁での服務規程の関係だとか、法令上の研修は少しずつはやっているん

ですけども、職員が会しての一緒に事務局の中の横のつながりも深めてもらいたい。ま

た、もう少しすると半年たつわけですけれども、それぞれの仕事の中でのやりがい感だと

か、今後に向けての苦楽の見通しを持ってもらいたいということで、「しなやかに生きる

ため」をテーマに、曼陀羅シートっていうんですか、中心に目標を書いて、それをどんど
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んどんどん棒を描いて、宿題として、１人ずつ持ってきていただいて共有してだとか、そ

ういうアクティビティーを含めて、３つのワークショップをしながら、今日お昼に召し上

がっていただいたビスケットを食べながら、お茶を飲みながらという雰囲気でさせてもら

いました。特に、４月以降でしたら、例えば同期会で一緒に食事に行ったりだとか、飲み

に行ったりというのが例年であるとございます。その課の中で、歓送迎会とかをしながら

一緒に同じ釜の飯じゃないんですけども、食事をともにしながら、いろいろ交流すること

によって、人間関係、コミュニケーションが少しずつ深まっていきながら、ふだんの仕事

の中でも要領がわかってくるだとかっていう、そういう機会がなかなかないという部分も

あって、させてもらいましたが、参会者、それぞれこの４月まで大学とか高校に行ってい

た人間が、とても生き生きとして参会してくれて、私も後から教育次長に、いやあ教育

長、水を得た魚でしたねというふうに言っていただきまして、私のストレス解消にもなる

ということで、第２回目を１１月下旬、第３回をまた２月ごろということで予定しており

ます。そんな形で、次の世代の人材に少しでもいい形で育ってもらいたいという私の願い

もあってさせていただいております。具体的なものはないんですけども、そういった形で

させていただいております。 

 それでは次の、それぞれの行事予定表について聞きたいと思います。 

 私についてはご質問はいいですね。 

○山本委員 はい。 

○土井原教育長 どうぞ、済いません。 

○山本委員 あかいわ創生有識者会議というのに出られているようですけども、何か教

育関係でどんなテーマが。 

○土井原教育長 ８月７日の分ですか。 

○山本委員 １９日に、書面でやられてるみたいなんですけど。 

○土井原教育長 書面。これは、一応この日にまた書面を皆さんに発出して、ご意見を

いただくような形になっているというふうに思っています。 

○山本委員 また何か教育関係で重要な点がありましたら。 

○土井原教育長 わかりました。またご報告させていただきたいと思います。ありがと

うございます。 

 ほかにございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○土井原教育長 それでは次に、９月の教育委員会行事予定についての報告を求めたい

と思います。 

 金島課長から順にどうぞお願いします。 

○金島課長 教育総務課金島です。 

 それでは、９月の教育委員会行事予定について説明させていただきます。 

 お手元の資料２ページ、３ページをお願いいたします。 

 令和２年９月の教育委員会行事予定につきまして、主立ったものを各所属から順次説明

させていただきます。 

 まず、教育総務課からです。 

 資料の一番左となります。９月１６日、教育委員会の所属長会、１０時から教育長の出

席でございます。 

 同じく校園長会、１４時から教育長の出席でございます。 

 それから、その日、行財政改革本部会議、１６時から教育長の出席でございます。 

 ９月１７日、教育委員協議会、教育委員会定例会、１４時からと１５時からとなってお

ります。教育長、教育委員の皆様の出席でございます。よろしくお願いいたします。 

 それから、こちらのほうに記載ができていないんですけど、昨日議会運営委員会が開催

され、９月議会の日程が決まりましたので、簡単に報告をさせていただきます。 

 ８月２７日から９月２９日の期間となっております。８月２７日、８月２８日が上程。

８月３１日から９月２日が一般質問。９月４日が質疑。９月８日、９月９日、決算審査特

別委員会。９月１１日、総務文教常任委員会。９月２３日、予算審査特別委員会。９月２

９日、最終日で採決等となっております。 

 教育総務課からは以上です。 

○家森課長 はい、教育長。 

○土井原教育長 はい、家森課長。 

○家森課長 はい、学校教育課家森です。 

 学校教育課の予定です。 

 １６日、校園長会、先ほどありましたとおりです。 

 それから、２６日が仁美小学校の運動会。 

 そして、２７日が小学校の運動会です。ただし、中止となりました豊田小学校と、さき

の２６日に行っている仁美小を除いたすべての小学校で運動会の予定になっています。 
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 以上です。 

○西﨑課長 はい、教育長。 

○土井原教育長 はい、お願いします。 

○西﨑課長 社会教育課西﨑です。 

 ９月４日金曜日、「詩人・永瀬清子誕生」ということで、企画展、こちらは永瀬清子展

示室にて９月４日から１１月１５日までで開催をいたします。 

 ７日月曜日、人権標語・ポスター審査会、こちらは本庁で行います。 

 それから、２０日日曜日、「詩のピクニック」公開講座、くまやまふれあいセンターで

開催予定です。 

 それから、２７日日曜日、こちら先ほどの企画展の関連行事としまして、「私の出会っ

た丸山薫と永瀬清子」と題して講演会を開催予定です。 

 スポーツ振興課は、特に行事はありません。 

 以上です。 

○杉原館長 教育長。 

○土井原教育長 はい、館長。 

○杉原館長 はい、中央公民館杉原です。 

 それでは、各公民館の９月の講座について主なものをピックアップします。 

 まず、５日火曜日。済いません、「黄金シロップ」となっておりますが、「黄金桃のシ

ロップ漬け作り教室」になります。西山公民館で開催いたします。 

 同じく、５日に吉井公民館、竜天天文台で無料観望会を開催いたします。 

 それから、１０日、山陽公民館で健康講座。 

 １２日土曜日には、中央公民館であかいわふるさと探検隊を開催いたします。この日

は、熊山の石蓮寺で秋の昆虫を採集する自然観察会を開催する予定です。 

 それから、１８日金曜日、西山公民館で親子で楽しむマッサージ教室を開催いたしま

す。 

 それから、２６日、熊山公民館でノルディックウォーク教室を開催いたします。 

 ２７日、吉井公民館、竜天天文台で天文教室。 

 それから、２９日、熊山公民館で６０歳以上の方を対象に、初心者向けのヨガ体験講座

で元気もりもり講座を開催する予定です。 

 公民館は以上です。 
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○森本館長 はい、教育長。 

○土井原教育長 森本館長。 

○森本館長 はい。 

 人数制限を設けて、密を避けられるもののみ実施をいたします。 

 ５日がアニメ映画の上映会、吉井の図書館です。 

 それから、８日から１３日まで、原画展を中央図書館で行います。 

 １９日、これもまた映画の上映会、中央図書館です。 

 それから、２０日が「ペットボトルで風ぐるまを作ろう！」という工作講座を中央図書

館です。 

 ２５日がブックスタートということで、山陽保健センターです。 

 以上です。 

○矢部所長 教育長。 

○土井原教育長 はい、矢部所長。 

○矢部所長 はい、中央学校給食センター矢部です。 

 給食センターについては、９月は特に行事の予定はありません。 

 以上です。 

○土井原教育長 それぞれの課並びに所属機関からの予定がございました。 

 何かご質問等はございますか。 

 よろしいですか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 ありがとうございます。質疑なしといたしまして、次に移りたいと思

います。 

 次に、市立中学校における新型コロナウイルスの感染についてをお願いします。 

○家森課長 はい、教育長。 

○土井原教育長 家森課長。 

○家森課長 はい、学校教育課家森です。 

 それでは、資料の４ページから７ページまでをごらんください。 

 既に報道でも流れていますが、今回８月１１日に赤磐市内の４０代男性、赤磐市在住で

す。桜が丘中学校の教員のほうがコロナウイルスに感染をしました。 

 ５ページに詳しい経過が書いてあります。 
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 発熱してから９日までの間、学級懇談、また部活動の引率等をしています。その間、勤

務のほうを休むようにという指導が十分にできなかったことについては、大変申しわけな

く思っております。今後は、この勤務の体制についてしっかり指導していこうと考えてお

ります。 

 今回のこのコロナの発生を受けて、８月１３日に保護者説明会を行いました。参加され

たのは、全体で２割程度の方の参加です。参加されていない方のために、そこで話し合わ

れたことはすべてメールでお伝えをしています。 

 学校では、その後消毒等を行っています。専門家の指導のもとに、外部の者が消毒を行

い、またその消毒のときには養護教諭も一緒に立ち会って、今後の消毒の担当のためにと

いうことで、養護教諭も一緒にしています。ただ、基本はそれぞれの生徒、先生が十分に

手洗いをするということ、消毒に関してはそれが一番だということでした。 

 部活動は、２４日まで中止しています。また、この休み期間中に各教室にビニール、教

卓と生徒の机の間にビニールを張って、飛沫感染がないようにということで徹底していま

す。ただ、全面に張ると黒板が見えにくいので、カーテンのように可動式にしていて、黒

板が見えるように時々そのシートをずらして、そのシートのある前で、生徒からすると向

こう側で先生が話をするというようなことをしながら、授業をこれから展開していこうと

いうように考えております。 

 今の段階で、今日の、今まさに終わったあたりなんですけれども、職員会議で最終打ち

合わせをしています。２４日から始業式で、２学期開始でしたが、桜が丘中学校に関して

は２４日は分散登校を行って、１年、２年、３年分けて登校して、学校の安全性、今どう

いうような安全対策をしているかを生徒に、また保護者に十分理解してもらった上で、次

の２５日から始業式。そして、これは当初から予定どおりなんですけれども、その後その

週は短縮４５分授業の５時間授業で、暑さもありますので、そこをならしながらこの１週

間を過ごし、その次の週から通常どおりの時間割りで行いたいと考えております。 

 また、これから先さまざまな対応が必要になってきますが、そこをしっかりと、先ほど

言いました勤務管理も含めて、衛生管理等も行って、コロナウイルスの対策をしていきた

いと考えています。 

 以上です。 

○土井原教育長 ありがとうございました。 

 委員の皆様から何かご質問等ございますでしょうか。 
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○大﨑教育長職務代理者 はい。 

○土井原教育長 大﨑委員。 

○大﨑教育長職務代理者 はい。 

 これを見たり、今日午前中のお話を聞いたりしとったら、マスクをつけてきちっとしと

ったら、余り感染せんのじゃな思うて、かえって私も安心したんですけれども。陽性の人

が目の前でお話ししたり、ちょっとアクリル板を間に入れとるだけで、陽性にならないい

うことで。もう学校の先生も、自分が熱が出たりしょうったら、無理せずにおっても、ひ

ょっとして無症状で陽性になっとる可能性もないことはないけども、マスク、手洗いさえ

きちっとしとったら、そうクラスターが発生するいうことはないいうふうに思うとってえ

えわけですね。 

○家森課長 教育長。 

○土井原教育長 課長。 

○家森課長 学校教育課家森です。 

 保健所のほうも、それをとても言われます。過度に防ごうとする、過度に予防策をとる

ほうが、衛生面ではなく人権的な面で差別を生むことになりかねないので、正しく感染の

可能性だとか、菌の性質を理解した上で正しい予防策をとる。そのために、マスクと手洗

い、あと換気、３密を避けるのはもちろんですけども、それをすれば、物すごく恐れる必

要はないものではないかというような。 

○大﨑教育長職務代理者 そんな感じを言っておられました。 

○家森課長 はい。 

○土井原教育長 なければ、次に行きたいと思いますが、よろしいですか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 では、質疑なしということにさせていただきたいと思います。 

 次に、学校給食への異物混入についての報告をお願いいたします。 

○矢部所長 中央学校給食センター矢部です。 

○土井原教育長 矢部所長。 

○矢部所長 はい。 

 ８ページをごらんください。 

 学校給食への異物混入について報告をいたします。 

 １点は幼虫の混入で、令和２年７月２８日火曜日に発生しました。また、さらに金属繊
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維の混入ということで、令和２年７月２９日水曜日に発生しております。 

 ２点について、内容については８ページに記載のとおりであります。 

 以上です。 

○土井原教育長 ありがとうございます。 

 この件についてはよろしゅうございますか。 

○山本委員 一つだけ。 

○土井原教育長 はい、山本委員。 

○山本委員 混入していたもので、幼虫は別に食べても大丈夫だと思うんですけど、金

属繊維というのは食べると危ないものなんですか。胃が傷つくとか。 

○矢部所長 はい。 

○山本委員 はい、わかりました。 

○土井原教育長 この件につきましては、異物混入、食中毒を含めて、衛生管理等の市

のマニュアル的なものをもう一回見直して改定し、さらなる再発防止に努めるというよう

な形で、学校教育課とセンターを中心に動いているというところでございます。 

○山本委員 金属繊維の分は、いろいろ調べても結局わからないので、対策のしようが

ないというか、どうやってもこういうのがたまに入ってくるのかなと思うんですけど、完

全に防ぐというのは難しそうですか。 

○土井原教育長 矢部所長。 

○矢部所長 金属探知機を出荷の際には通してあるということではあるんですが、どう

してもそれだけでは防ぎ切れていなかったという結果になってしまいました。 

○土井原教育長 有馬次長。 

○有馬教育次長 はい、教育次長有馬です。 

 私もこの事案につきましては現場へ足を運びまして、いろいろセンター内を確認しまし

た。まず、疑いのあるのが、調理場においての調理の過程で混入する場合。この工程、足

元をしっかりするということで検証しましたけども、センター内にその金属片、このたび

見つかったものが、スチールたわしの破片のようなものでございましたので、センター内

にはそういうものは一切ないんです。そうした中でも、調理の機械、これが摩耗したりと

いうことで、調理器具も全部点検をしたり、その機械のメーカーを呼びつけまして確認さ

せたけど、そうした欠損したりというような部分は見当たらなかったと。 

 所長が今申し上げたように、別の角度から見ますと、食材の搬入の過程で混入するおそ
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れがあるということで、納入業者に対しまして調査を依頼しましたけども、納入の過程で

金属探知機というものを通しますので、このたび出ました異物を持ち帰りいただいて検査

したら、金属探知機には反応すると。 

 あと、考えられるとしましたら、運送の間に混合した材料が入ることが多いんですけれ

ども、その袋にひっついとったりとか、学校へ持ち込んで、配膳するまでの過程で持ち込

んだり、紛れたりということも想定されるんですけども、このたびの調査におきましては

食材の納入ルート、それから調理の過程、学校は学校でしっかりとそのあたりは気配りを

しながら配膳をいただいておるので、そうしたところでの混入はないということで、我々

は今判断しております。 

 いろんな事例を他の市町にも、またこの食材納入業者にもお尋ねしましたけども、原因

究明できない事案も、どうしてもあるようです。このたびの事案につきまして、わからな

いままに給食再開ということは、子どもさん、それからご家庭の保護者の方に不安を与え

ますので、納入先をかえたりという対応で現在進めております。幸いなことに、このたび

使いました食材につきましては、ガラエビとサツマイモということで、年中これがないと

給食ができないというものでもないので、そうした配慮の中で学校給食の再開を踏み切っ

ているような状態でございます。 

 また、先ほどお話のありました、幼虫のあたりを食べてもということでは、金属片と幼

虫となりますと、扱いがまた違ってくるんですけども、立て続けにこういう事案があった

ということで報道に投げ込みをしまして、我々がそうした対応について襟元を正して、し

っかりと対応していくという意味もあっての新聞報道になっておりますので、毛虫の小さ

いやつでというて言われる方も実際にはいらっしゃったんですけども、そうした観点での

対応をしておりますので、そのあたりご理解のほうをよろしくお願いいたします。 

○土井原教育長 よろしいでしょうか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 その他なければ、質疑なしといたしまして、次に令和２年度赤磐市一

般会計補正予算（第４号）についての報告をお願いいたします。 

○金島課長 はい、教育長。 

○土井原教育長 金島課長。 

○金島課長 はい、教育総務課金島です。 

 令和２年度赤磐市一般会計補正予算（第４号）について説明させていただきます。 



- 12 - 

 資料９ページをお願いいたします。 

 こちらについては、学校再開に伴う感染症対策、学習保障等にかかわる必要な消耗品、

備品の購入及び修学旅行中止に伴うキャンセル料が早急に必要となり、７月３１日付で地

方自治法第１７９条第１項の規定により、７月３１日付で市長が専決処分を行いました。 

 赤磐市教育長に対する事務委任規則により、事務内容によっては教育長は委員会の会議

が招集されるいとまがないと認められる際には専決処分ができることとなっております

が、今回の教育予算については、その規則により専決処分ができない案件となっておりま

す。誤った手続を行い、まことに申しわけございませんでした。今後は、このようなこと

がないよう徹底してまいります。なお、今回のように急遽予算が必要となる場合には、臨

時会などを開催し、対応してまいりたいと考えております。 

 補正予算（第４号）の内容につきましては、この後学校教育課長より説明を申し上げま

す。 

○家森課長 はい、教育長。 

○土井原教育長 家森課長。 

○家森課長 はい、学校教育課家森です。 

 では、９ページをごらんください。 

 歳入についてはそこに書いてあるとおり。歳出についてですが、大きく２つあります。

１つは、学校再開に伴う感染症対策、学習保障等に係る支援事業に係るものです。これ

は、各学校ごとに、その規模に合わせて感染症対策また学習保障に関する消耗品また備品

等を、学校の実態に合わせて対応していくというものです。学校の規模が３００人以下で

ある場合は１００万円、３００人から５００人の間であれば１５０万円。５００人までだ

ったら１５０万円。５０１人以上であれば２００万円、それぞれ学校のほうに用意し、そ

れぞれの実態に合わせて適切に、また迅速に対応していくお金です。その金額が、２，１

００万円です。その半分については、国からの補助、学校保健特別対策事業補助金、また

その残りの半分に対しては、新型コロナウイルス感染症対策地方創生交付金で賄っていま

す。 

 それからもう一つ、先ほど少し話が出ましたが、修学旅行の中止に伴う経費についてで

す。修学旅行費の上限３割を市のほうで対応する、この新型コロナウイルス感染症対策地

方創生交付金を使って対応する予定にしています。 

 今の段階で、中学校では既に４校が中止を決めています。残り１校がもう少し様子を見
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て決めるということにしています。小学校については、中止を決めた学校はまだありませ

んが、行き先を変える等を考えながら、また時期を少し遅らすことを考えながら、修学旅

行に行く方向で検討中という状況であります。 

 以上です。 

○土井原教育長 以上、補正予算（第４号）についての説明でしたけども、委員の皆様

からご質問等ございますでしょうか。 

 山本委員。 

○山本委員 キャンセル料の３割を補填してくださるということは、７割部分は保護者

負担になるのかどうかということをお願いしたいと思います。 

○土井原教育長 はい、課長。 

○家森課長 もしも、１０割であればそうなります。残り７割が保護者負担になります

が、５日前、業者によって多少違うんですけれども、５日前であれば修学旅行のキャンセ

ル料が２割で済む、３割で済む、そのうちであれば、全額市で負担ということになりま

す、キャンセル料はすべて。ただ、それが５割負担してくださいという時期まで頑張っ

た、中止を決めなかった場合、また参加することになって、そうなった場合は、残り２割

は保護者負担ということになると思います。そのように今考えています。 

○山本委員 保護者負担がないように、早目にキャンセルしてもらいたいんですが、も

しもそうなったら市からでも出さないと、保護者は納得しないんじゃないかと思いますの

で、よろしくお願いをします。 

○有馬教育次長 大体、子どもさんを修学旅行に連れていくとなりますと、１週間程度

は前もって判断をされるんだろうと思っています。ですから、今課長のほうが申し上げま

したように、そのあたりでご判断いただけるようであれば、全額市のほうで予算措置がで

きるのかなというふうに思っておりますが、いかんせんこちらの行こうとする側で発生す

ることは予見できませんので、そうした部分については非常に対応が難しいかなと思って

おります。全体で、修学旅行へ行くという行程では、早目早目の判断をお願いして、その

中で市の予算の中でいろいろと支援をしていけたらなと、こういう思いでおりますので、

できることなら頑張って行ってほしいのはやまやまですけど、万が一前日になってそうい

う事態が発生しないかといえば、必ずしもそうは言い切れませんけど。そうしたあたりで

の予算措置をさせていただいているところでございます。 

○山本委員 前日になってというのは、例えば行こうと思った学年の子どもに突然発症
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者があらわれたみたいなことになって、それでキャンセル、キャンセル料を払わされた

ら、保護者は納得しないんじゃないかと思うので、そこは全部市が負担ということにして

おいていただきたいなと希望いたします。 

○有馬教育次長 ご意見として頂戴いたしまして、しっかり研究してまいります。 

○土井原教育長 平松委員、どうぞ。 

○平松委員 予算と直接は関係ないのですが、中止が決まった学校で保護者の方や生徒

の皆さんに説明されたと思うんですが、そのときの子どもさんの様子や保護者の様子がも

し耳に入っていれば、教えていただけたらと思います。 

○家森課長 はい。 

○土井原教育長 課長。 

○家森課長 はい、学校教育課家森です。 

 詳しくは聞いてはいないんですけれど、残念なのが一番。学校によったら、一番涙を流

したのは担任の先生という話も聞いています。是非連れていってやりたかったという。学

校側が思っていたより、保護者の方、また子どもたちは残念がらなかったというのが現状

のようです。今のこの状況を見ると、そりゃあしょうがないよなと、特に中学３年生なん

で、受験というものもあるので、それはそっちのほうが大事だというふうなのは確かにあ

る。それから、そこに至るまでに、子ども同士でしっかり、行ったらどんな危険性があ

る、デメリットがある、行かなかったらどんなことが考えられるか、行かなかったらこう

いういいこともあるというのを十分話をした上で、学校と子どもたちと話をしながら、最

終的に決めるのは学校なんですけども、そうしたことができたので、上手な理解を得るこ

とができている部分が大きいのではないかなと学校のほうからは聞いています。 

○平松委員 ありがとうございました。今のお話を聞いてちょっと安心しました。 

○土井原教育長 学校関係者、教員を含めて、私もその立場になれば是非行かせたいと

いう気持ちはずっと、ぎりぎりまでという状況だったんですけど。ありがとうございまし

た。 

 ほかによろしいですか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 それでは、以上で付議案件の（１）教育長等の報告を終わりまして、

引き続き（２）議案の審議に移ります。 

 まず、承認第１１号専決処分の承認を求めることについての案件、事務局から説明をお
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願いいたします。 

○矢部所長 はい、教育長。 

○土井原教育長 矢部所長。 

○矢部所長 はい、中央学校給食センター矢部です。 

 資料の１０ページをごらんください。 

 専決処分の承認を求めることについて説明いたします。 

 承認第１１号専決処分の承認を求めることについて（赤磐市学校給食費支援負担金交付

要綱）。 

 赤磐市学校給食費支援負担金交付要綱について、赤磐市教育長に対する事務委任規則第

２条第２項の規定により専決処分したので報告し、赤磐市教育委員会の承認を求める。 

 令和２年８月２１日提出。赤磐市教育委員会教育長土井原康文。 

 これにつきまして、１１ページに専決処分についての報告文、それから１２ページに専

決処分書を添付しております。 

 専決処分の内容は、１３ページから掲載しております赤磐市学校給食費支援負担金交付

要綱の制定です。この要綱の内容としましては、第１条にありますように新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のための学校臨時休業に伴い、小・中学校の本来夏季休業日であった日

を授業実施日とした日について、給食費を市が負担し、児童・生徒の負担軽減を図るもの

です。 

 対象等については、１４ページの別表にありますように、期間が令和２年７月１７日か

ら令和２年８月２６日までの間で、給食を実施した日ということになります。 

 今回につきましては、支払い時期等の関係で、やむなく専決処分をしたものでありま

す。 

 説明については以上です。 

○土井原教育長 以上で承認第１１号の件の説明がございました。 

 委員の皆様からご質問等ございましたらお願いいたします。 

 特にございませんでしょうか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 では、質疑なしと認めまして、質疑、討論を終結いたしまして、承認

第１１号を採決したいと思います。 

 本案を承認することに賛成の方の挙手を求めたいと思います。 
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   〔賛成者挙手〕 

○土井原教育長 ありがとうございました。本案は原案のとおり承認とさせていただき

ます。ありがとうございました。 

 次に、議案第９号についてお願いいたします。 

○金島課長 教育長。 

○土井原教育長 金島課長。 

○金島課長 はい、教育総務課金島です。 

 議案第９号令和元年度実施事業赤磐市教育委員会事務点検・評価書について説明させて

いただきます。 

 お手元の資料２０ページをお願いいたします。 

 議案第９号令和元年度実施事業赤磐市教育委員会事務点検・評価書について。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項の規定に基づき、令和元年度

実施事業赤磐市教育委員会事務点検・評価書を議会に提出したいので、赤磐市教育委員会

の議決を求める。 

 令和２年８月２１日提出。赤磐市教育委員会教育長土井原康文。 

 別冊の令和元年度実施事業赤磐市教育委員会事務点検・評価書をお願いいたします。 

 内容につきましては、６月の協議会で説明させていただいており、教育委員さんにも事

前に事務点検・評価書のほうを確認していただいているかと思います。この事務点検・評

価につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条により、毎年教育

委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況について自己点検、評価を行いまして、そ

の結果に関する報告書を作成し、議会に報告するとともに公表することとなっておりま

す。 

 また、点検・評価を行うに当たり、教育に関し学識経験者の方にご意見、ご助言をいた

だいているところでございます。今年度、令和２年７月２日と令和２年８月４日に、事務

点検評価委員会を開催し、事務点検・評価書を確認し、協議を行い、このたび事務点検・

評価書に評価委員３名の意見書、ページで言いますと４４ページから４６ページとなりま

す。こちらに添付しております。 

 これで議会へ報告し、公表してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 以上で説明とさせていただきます。 
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○土井原教育長 ありがとうございます。 

 この件につきまして、皆様方からのご意見、ご質問がございましたらお願いいたしま

す。 

 ございませんでしょうか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 それでは、質疑なしとさせていただきまして、質疑、討論を終結させ

ていただきます。 

 議案第９号を採決いたします。 

 本案を可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

   〔賛成者挙手〕 

○土井原教育長 ありがとうございました。本案は原案のとおり可決とさせていただき

ます。８月２１日を可決日といたしまして、議会のほうに提出ということになります。あ

りがとうございました。 

 次に移ります。議案第１０号についてお願いします。 

○金島課長 教育長。 

○土井原教育長 金島課長。 

○金島課長 教育総務課金島です。 

 議案第１０号令和元年度赤磐市一般会計歳入歳出決算について説明させていただきま

す。 

 資料は２１ページをお願いいたします。 

 議案第１０号令和元年度赤磐市一般会計歳入歳出決算について。 

 議会に令和元年度赤磐市一般会計歳入歳出決算を上程したいので、赤磐市教育委員会の

議決を求める。 

 令和２年８月２１日提出。赤磐市教育委員会教育長土井原康文。 

 資料２２ページをお願いいたします。 

 令和元年度の一般会計歳入歳出決算につきましては、地方自治法の規定により９月の市

議会定例会に議案として提出することとなっております。教育委員会にかかわるものにつ

きましては、先ほど協議会で詳細に内容を説明させていただきましたとおりでございま

す。支出の総額としましては、２２億３３９万６，３０４円となっております。 

 以上で説明を終わります。 
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○土井原教育長 特に、皆様方からただいまの説明に対しましてご質問等はございます

でしょうか。 

 よろしゅうございますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 では、質疑、討論を終結いたしまして、議案第１０号を採決いたしま

す。 

 本案を可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

   〔賛成者挙手〕 

○土井原教育長 ありがとうございました。本案は原案のとおり可決とさせていただき

ます。 

 続きまして、議案第１１号について、事務局お願いします。 

○金島課長 教育長。 

○土井原教育長 金島課長。 

○金島課長 教育総務課金島です。 

 議案第１１号財産の取得について説明させていただきます。 

 お手元の資料２３ページをお願いいたします。 

 議案第１１号財産の取得について。 

 財産の取得について議会に上程したいので、赤磐市教育委員会の議決を求める。 

 令和２年８月２１日提出。赤磐市教育委員会教育長土井原康文。 

 資料２４ページをお願いいたします。 

 こちらにつきましては、先ほど協議会でも説明させていただきました教育用コンピュー

ター等の整備にかかわるものでございます。地方自治法第９６条第１項第８号の規定によ

り、９月の議会に上程するものでございます。 

 以上、簡単ですが説明とさせていただきます。 

○土井原教育長 ただいま議案第１１号は財産の取得についての説明でした。 

 ご質問等があればお願いいたします。 

○山本委員 はい。 

○土井原教育長 山本委員。 

○山本委員 財産の取得というのを、私が教育委員になって７年間の中でいろんなもの

を購入したと思うんですけど、何かこういう感じで議決をとったというのは余り記憶にな
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いんで、今回のやつだけわざわざ議決を求められるのはどうしてなのかというのを聞きた

いと思います。 

○金島課長 教育長。 

○土井原教育長 金島課長。 

○金島課長 はい、教育総務課金島です。 

 今回のパソコン等につきまして、金額がこちらに書いてあります３億１，８６７万円と

なっております。財産、動産、今回パソコンですから動産の部類に当たるかと思うんです

けど、そちらについては２，０００万以上のものについて、予定価格が。こちらにつきま

しては議会の議決が必要となってまいりますので、今回の９月議会に上程するものでござ

います。 

 以上です。 

○土井原教育長 はい、山本委員。 

○山本委員 例えば、一個一個じゃなくて、全体で２，０００万を超えたということ。 

○金島課長 はい、教育長。 

○土井原教育長 金島課長。 

○金島課長 はい。 

 今回のそのパソコン自体が、全体での金額が予定価格となっておりますので、その金額

いうことでご理解いただければと思います。 

 以上です。 

○山本委員 はい。 

○土井原教育長 よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 では、なしと認めまして、質疑、討論はこれにて終わりまして、第１

１号議案を採決いたしたいと思います。 

 本案を可決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

   〔賛成者挙手〕 

○土井原教育長 ありがとうございました。本案は原案のとおり可決とさせていただき

ます。 

 次に、議案第１２号についてお願いします。 
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○矢部所長 はい、教育長。 

○土井原教育長 矢部所長。 

○矢部所長 はい、中央学校給食センター矢部です。 

 資料２５ページをごらんください。 

 書面審議の制度化に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則について説明いたしま

す。 

 議案第１２号書面審議の制度化に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則につい

て。 

 書面審議の制度化に伴う関係教育委員会規則の整備に関する規則を制定したいので、赤

磐市教育委員会の議決を求める。 

 令和２年８月２１日提出。赤磐市教育委員会教育長土井原康文。 

 こちらにつきましては、先ほどの協議会で説明いたしました書面審議の制度化に伴う関

係教育委員会規則の整備に関する規則を制定しようとするものです。 

 資料につきましては、２６ページ、２７ページに規則、それから２８ページから３７ペ

ージに新旧対照表を載せております。 

 説明については以上です。 

○土井原教育長 以上の説明が議案第１２号でございましたが、委員の皆様からご質問

等はございませんでしょうか。 

 なしということでよろしいでしょうか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 ありがとうございます。 

 それでは、議案第１２号を採決したいと思います。 

 本案を可決することに賛成の方は挙手をお願いしたいと思います。 

   〔賛成者挙手〕 

○土井原教育長 ありがとうございました。本案は原案のとおり可決とさせていただき

ます。 

 引き続き、議案第１３号をお願いいたします。 

○西﨑課長 教育長。 

○土井原教育長 西﨑課長。 

○西﨑課長 社会教育課西﨑です。 
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 それでは、議案第１３号について説明をさせていただきます。 

 お手元の資料の３８ページをお願いいたします。 

 議案第１３号書面審議の制度化に伴う関係教育委員会告示の整備に関する告示につい

て。 

 書面審議の制度化に伴う関係教育委員会告示の整備に関する告示を制定したいので、赤

磐市教育委員会の議決を求める。 

 令和２年８月２１日提出。赤磐市教育委員会教育長土井原康文。 

 資料につきましては、３９ページから４２ページでございます。 

 先ほどの協議会で説明をさせていただいたとおりでございます。 

 簡単でございますが、以上です。 

○土井原教育長 ありがとうございました。 

 この議案第１３号につきましては、特にご質問等はよろしゅうございますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 では、もう早速に議案第１３号の採決に移りたいと思います。 

 可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

   〔賛成者挙手〕 

○土井原教育長 ありがとうございました。原案のとおりの可決ということにさせてい

ただきます。 

 それでは、議案の最後になります議案第１４号についてお願いします。 

○金島課長 教育長。 

○土井原教育長 金島課長。 

○金島課長 はい、教育総務課金島です。 

 議案第１４号令和２年度赤磐市一般会計補正予算（第５号）について説明させていただ

きます。 

 お手元の資料４３ページをお願いいたします。 

 議案第１４号令和２年度赤磐市一般会計補正予算（第５号）について。 

 議会に令和２年度赤磐市一般会計補正予算（第５号）を上程したいので、赤磐市教育委

員会の議決を求める。 

 令和２年８月２１日提出。赤磐市教育委員会教育長土井原康文。 

 資料４４ページをお願いいたします。 
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 教育総務課からは、３つの事業について補正をお願いするものでございます。 

 先ほどの協議会でも説明させていただきました①番としまして、児童・生徒１人１台の

教育用コンピューター整備事業の歳入について、国からの新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金の増額に伴い、一般財源から財源更正を行うものです。 

 ②番としまして、新型コロナウイルス感染症対策として、学校施設の室内環境の改善や

過密状況の解消を図るため、市立小・中学校の特別教室の空調設備整備にかかわる経費を

計上するものです。 

 ③番としまして、赤坂地域のスクールバス運行業務が令和３年３月で期間満了となり、

引き続き運行業務を行うため、債務負担行為として補正するものでございます。期間は、

令和３年度から令和７年度の５年間でございます。 

 教育総務課からは以上です。 

○家森課長 教育長。 

○土井原教育長 家森課長。 

○家森課長 はい、学校教育課家森です。 

 学校教育課としては、新型コロナウイルス感染症対策の一つとして、幼稚園、小学校、

中学校でのテレビ会議システムを導入するための経費を計上しております。 

 以上です。 

○土井原教育長 以上、議案第１４号の説明でございました。 

 委員の皆様からのご質疑、ご意見等はございませんでしょうか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 ありがとうございます。なければ、これより採決に移りたいと思いま

す。 

 議案第１４号を可決することに賛成の方の挙手を求めたいと思います。 

   〔賛成者挙手〕 

○土井原教育長 ありがとうございました。本案は原案のとおり可決とさせていただき

ます。 

 以上で議案の審議を終了させていただきます。 

 次に、（３）その他の案件に移りたいと思います。 

 それではまず、永瀬清子展示室企画展と、現代詩講座の公開講座につきまして、２件一

括でお願いします。 
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○西﨑課長 教育長。 

○土井原教育長 西﨑課長。 

○西﨑課長 はい、社会教育課西﨑です。 

 それでは、お手元の資料の４６ページをお願いいたします。 

 先ほど、行事予定一覧でもご説明をさせていただきましたが、９月４日から１１月１５

日まで、「詩人・永瀬清子誕生―愛知県第一高等女学校高等科のころ」ということで、企

画展を開催いたします。また、企画展会期中の９月２７日には、講師に蒼わたる先生をお

招きして、「私の出会った丸山薫と永瀬清子」と題して講演会を開催いたします。 

 次に、４８ページをごらんください。 

 現代詩講座「詩のピクニック」公開講座としまして、講師に斎藤恵子先生をお招きし、

「有本芳水―郷愁にみちた少年のまなざし」と題して講演会を開催いたすものでございま

す。委員の皆様も、ご都合がつけば講演会にもご参加いただければと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 以上、簡単ですが説明を終わります。 

○土井原教育長 ２件のイベント等についての説明でございました。 

 何か詳しく聞きたいこととかありませんか。 

 よろしいでしょうか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 ありがとうございました。 

 では、次に移ります。 

 教育委員会における臨時職員の任用等に関することについての説明をお願いいたしま

す。 

○金島課長 教育長。 

○土井原教育長 金島課長。 

○金島課長 教育総務課金島です。 

 教育委員会における臨時職員の任用等に関することについて説明させていただきます。 

 お手元の資料４９ページをお願いいたします。 

 前回報告した後の状況ですが、市設置の第三者委員会では８月６日に第１２回の委員会

が開催され、報告書の作成等が行われております。８月２０日、昨日ですが、第１３回の

委員会が開催され、関係者１人からの聞き取り、報告書の作成等が行われております。 
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 今後の予定ですが、９月４日、９月１１日、９月１８日に全体のまとめ、報告書の作成

等が行われるように聞いております。その後に、最終報告をしていくような話も聞いてお

ります。 

 次に、資料５０ページをお願いいたします。 

 議会での百条委員会については、前回より主立った動きはなく、現在報告書の作成等を

行っている状況でございます。９月議会の最終日で最終報告を行う予定と聞いておりま

す。 

 以上、報告とさせていただきます。 

○土井原教育長 ２つの今回の件に関する委員会の経緯等の報告でございましたが、何

かご質問等ございますでしょうか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 では、質疑なしというふうにさせていただきたいと思います。 

 次に、その他、一番最後になりますが、次回の定例会の開催日についてお願いします。 

○金島課長 教育長。 

○土井原教育長 家森課長。失礼しました、どうも済いません。 

 金島課長。 

○金島課長 教育総務課金島です。 

 次回定例会開催日について説明させていただきます。 

 次回は、９月１７日木曜日午後３時からとなっておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○土井原教育長 次回、９月１７日木曜日ということでございます。ご確認のほうをよ

ろしくお願いいたします。 

 特に、その他もうございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 委員の皆さんから何か、よろしいですか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○土井原教育長 ありがとうございました。 

 では、以上をもちまして本会に付議されましたすべての案件が終了となりました。 

 これをもちまして令和２年度第５回赤磐市教育委員会定例会を閉会とさせていただきま
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す。 

 委員の皆様には、午前からの会議にずっと引き続き、大変お疲れさまでございました。

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


